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特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

 １ 計画施設概要 

  (１) 業務名称  施設一体型小中一貫やまと学園施設整備基本・実施設計等業務 
  (２) 業務場所  光市大字塩田３３３３番地１（光市立大和中学校） 

  (３) 施設用途  小・中学校（令和６年国土交通省告示第８号別添二第７号第１類） 

 

 ２ 業務期間 
   契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 
   ただし、開発行為に関わる造成設計・申請等業務の履行期日は、別途協議により決定するもの

とし、基本設計の履行期日は令和７年３月３１日までとする。 

 

 ３ 適用 

  (１) 本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」（国土交通

省大臣官房官庁営繕部）（以下「共通仕様書」という。）による。 

  (２) 本特記仕様書に記載された事項については、■印が付いたものを適用する。 

 

 ４ 関連する法令、条例等の遵守 

  (１) 受託者は、設計業務の実施に当たっては、都市計画法、建築基準法、消防法、山口県条例

及び光市条例等、関する法令、条例等を遵守しなければならない。 

  (２) 特殊な工法・材料等の仕様を提案する場合の各法令上の手続等、その解決は受託者の責任

において行う。 

 

 ５ 関係官公庁への手続等 

  (１) 受託者は、設計業務（開発行為に関連する業務を含む。）の実施に当たっては、委託者が

行う関係官庁等への手続に関して、委託者の代理者として一切の届出申請業務を行わなけれ

ばならない。 

  (２) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を受託者側の担当係

員（以下「担当員」という）に報告し、必要な協議を行うものとする。 

  (３) 建築確認申請においては、業務期間に関わらず、構造適合性判定に係る打合せが必要な場

合は、適合判定を得るまでの事務等についても一切含むものとする。 

 

 ６ 設計与条件 

  (１) 敷地の条件 
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   ア 敷地の面積  現況（約22,305㎡）＋開発面積（約4,773㎡） 

   イ 用途地域及び地区の指定  なし（都市計画区域内、区域区分非設定） 

  (２) 施設の条件 

   ア 施設の規模・工事概要 

対象部分の名称 延べ面積（㎡） 工事概要 

普通教室棟 約1,600 新築 

管理・特別教室棟 約2,100 新築 

共用スペース 約1,100 新築 

屋内運動棟 約1,200 新築 

プール 25ｍ×５レーン 新築 

 ※建物の階層は、２～３階を想定 

 イ 耐震安全性の分類 

     総合耐震計画基準（平成８年１０月２４日付け建設省営計発第１００号）による耐震安全

性の分類は次のとおりとする。 

    (ア) 構造体     Ⅱ類 

    (イ) 建築非構造部材 Ｂ類 

    (ウ) 建築設備    乙類 

   ウ 解体施設の規模・構造・工事概要 

対象部分の名称 延べ面積（㎡） 構造等 工事概要 

管理・普通教室棟 1,171 ＲＣ造３Ｆ 解体 

特別教室棟 1,849 ＲＣ造３Ｆ 解体 

技術・普通教室棟 1,021 ＲＣ造３Ｆ 解体 

屋外便所 71 ＣＢ造１Ｆ 解体 

屋内運動場（体育館） 735 Ｓ造２Ｆ 解体 

武道場 350 Ｓ造１Ｆ 解体 

プ－ル 25ｍ×７レーン － 解体 

 

  (３) 建設の条件 

   ア 予定工事時期 
     令和８年度及び令和９年度 
   イ 概算事業費 

     概ね32億2,000万円～35億2,000万円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

     ※現時点での想定金額であり、今後の詳細な設計や社会情勢等により変動する可能性があ

ります。 
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  (４) 参考資料 

     施設一体型小中一貫やまと学園施設整備基本計画（令和６年３月策定） 
 

Ⅱ 業務仕様 

 １ 設計業務の内容及び範囲 

  (１) 一般業務の範囲 

   ア 基本設計 

   ■ 建築（総合）基本設計に関する標準業務 

   ■ 建築（構造）基本設計に関する標準業務 

   ■ 電気設備基本設計に関する標準業務 

   ■ 機械設備基本設計に関する標準業務 

   ■ 配置計画基本設計に関する標準業務 

   ■ 屋外整備基本設計に関する標準業務 

   ■ 工事費概算業務 

 

上記の業務内容の項目 

■設計条件等の整理 ■条件の整理 

■設計条件等の変更等の場合の協議 

■法令上の諸条件の調査及び関係機関との

打合せ 

■法令上の諸条件の調査 

■計画通知に係る関係機関との打合せ 

■上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 

■基本設計方針の策定 ■総合検討 

■基本設計方針の策定及び発注者への説明 

■基本設計図書の作成 

■概算工事費の検討 

■基本設計内容の発注者への説明等 

 

   イ 実施設計 

   ■ 建築（総合）実施設計に関する標準業務 

   ■ 建築（構造）実施設計に関する標準業務 

   ■ 電気設備実施設計に関する標準業務 

   ■ 機械設備実施設計に関する標準業務 

   ■ 屋外整備実施設計に関する標準業務 
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上記の業務内容の項目 

■要求等の確認 ■発注者の要求等の確認 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、発注者の要求等

を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 

■設計条件等の変更等の

場合の協議 

基本設計の段階以降の状況の変化によって、発注者の要

求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本

的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件

を変更する必要がある場合においては、建築主と協議す

る。 

■法令上の諸条件の調査

及び関係機関との打合

せ 

■法令上の諸条件の調査 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件につい

て、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 

■建築確認申請に係る関

係機関との打合せ 

実施設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必

要な事項について、関係機関と事前に打合せを行う。 

■実施設計方針の策定 ■総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素につい

て検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更す

る。 

■実施設計のための基本

事項の確定 

基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と

協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業

の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるもの

を整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 

■実施設計方針の策定及

び発注者への説明 

総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施

設計方針を策定し、発注者に説明する。 

■実施設計図書の作成 ■実施設計図書の作成 実施設計方針に基づき、発注者と協議の上、技術的な検

討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成

する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施

工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事

材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要の

ある施工に関する情報（工法、工事監理の方法、施工管

理の方法等）を具体的に表現する。 

■確認申請図書の作成 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づ

き、必要な建築確認申請図書を作成する。 

■概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施

設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、

工事費概算書を作成する。 

■実施設計内容の発注者への説明等 実施設計を行っている間、発注者に対して、作業内容や
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進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を

確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点に

おいて、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対し

て設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。 

 

 

   □設計意図の伝達 
 

上記の業務内容の項目 

□設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

□工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 

 

   ウ 開発行為に関連する業務 

   ■ 測量調査業務 

     ３級・４級基準点測量、現地測量、縦横断測量、仮ＢＭ設置測量、用地測量、境界確認等 

   ■ 造成設計（約4,773㎡） 

     計画高検討決定／造成断面／擁壁構造設計・法面設計及び構造物詳細図／土工量計算／運

土計画／数量計算／関係機関との協議／開発行為に係る設計図面等／概算工事費 

   ■ 排水設計 

     流出量計算／縦断及び配管計画／構造物／数量計算 

   ■ 土壌汚染防止法に基づく土地の形状の変更の届出書作成 

   ■ 周辺農地の用排水機能の確保 

     ※購入予定地を含む周辺農地は、農業振興地域に指定されており、今後も相当期間にわた

り農業振興を図る必要があるため。 

   

   エ その他業務 

■ 地質調査業務（２０ｍ×１０本） 

     機械ボーリング／サウンディング及び原位置試験／室内ＣＢＲ用試料採取／室内土質試験

／解析等調査／国土地盤情報データベース検定 

 ■ 道路管理者との協議資料作成等 

    ・県道６８号線（光日積線）から大和中学校への進入口付近の道路拡幅を進めていくための

交差点協議資料の作成 

    ・市道周地１号線、市道周地助石線、農道塩田ほ場１３２号線の形状変更に伴う詳細図面、

数量表、概算工事費等の資料作成 

   ■ 太陽光発電設備に関する設計・積算 

   ■ 既存校舎解体設計に係るアスベスト調査・分析（分析済みのもの以外） 



 6 

 

   ■ コスト縮減策等 

    ・総事業費及びランニングコストの縮減策や工期短縮手法について調査研究すること。 

    ・財源の検討に当たっては、国及び県が実施している補助金、負担金、交付金等の効果的か

つ積極的な活用に向けた支援を行うこと。 

   ■ 関係機関との連携 

    ・市が別途契約するアドバイザリー業務委託の受託者との連携を図ること。 

    ・ワークショップを１回程度開催する予定であることから、当該会議で使用する資料の作

成・提供、会議等への出席・説明等を行うこと。 

   ■ 事例研究等 

     先進的な取組を行う他自治体の学校建設に係る事例について調査研究すること。また、必

要に応じて、市の指定する先進地への視察を行うこと（市が実施する先進地視察研修への同

行でも可）。※市では北海道安平町立早来学園への視察を想定している。 

  (２) 追加業務の内容及び範囲 

   ■ 建築積算 

    （積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成） 

   ■ 電気設備積算 

    （積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成） 

   ■ 機械設備積算 

    （積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成） 

   ■ 透視図（外観） 

    〔完成：Ａ３判、４方向、額入り、カラー〕 

   ■ 透視図（内観） 

    〔完成：Ａ３判、４方向、額入り、カラー〕 

   ■ 模型 

    〔完成：縮尺（1/300程度）、ケース入り、設計スタディ用：Ａ１サイズ程度〕 

   ■ 建築確認申請手続業務 

    （建築確認申請等に係る行政庁への手数料については業務委託料には含まない。ただし、受

注者の責に帰すべき事由により再申請・変更申請が生じた場合の手数料については受注者の

負担とする。） 
   □ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務 

    （標識看板の作成、設置報告書の届出） 

   ■ 省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続業務 

   ■ 山口県福祉のまちづくり条例届出書の作成及び届出手続業務 

   ■ 合併処理槽設計業務 

   ■ コスト縮減検討中間報告書の作成 
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     基本設計時に、監督職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 

      ①コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項 

      ②今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項 

   ■ コスト縮減検討報告書の作成 

     実施設計時に、監督職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 

      ①コスト縮減検討中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果 

      （コスト縮減提案の最終賛否） 

      ②その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項 

   □ リサイクル計画書の作成 

     設計に当たって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底）につい

て検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りま

とめを行う。 

   ■ 概略工事工程表の作成 

   ■ 開発行為に係る協議・調整 

   ■ 景観法に基づく届出 

   ■ 説明会等の参加・資料作成（適宜） 

   ■ ライフサイクルコストの算出 

   ■ 解体積算 

   ■ その他附随する工事の積算 造成・外構 

    （                       ） 

  (３) 業務内容 

   ア 実施設計図の作成 

    (ア) 設計図は「建築工事設計図書作成基準」（発行（社）公共建築協会、国土交通省大臣

官房官庁営繕部 監修）に基づき作成する。 
    (イ) 設計図は、ＣＡＤ入力を原則とし、図面電子データＣＤ－ＲＯＭ及び打出しの原図１

部を提出するものとする。 

    (ウ) 図面電子データについては、ＪＷＷ形式を基本とする。それ以外の形式（ＤＷＧ形式

等）については、交換ソフト等を使用しＪＷＷ形式に直すこと。なお、他の形式からＪ

ＷＷ形式に変換した場合は、元データと比較し文字や線種、縮尺等に誤りがないことを

確認すること。 

    (エ) 電子データ提出に際しては、元データ形式（ＤＷＧ形式等）とJWW形式を合わせて提

出し、元データ形式を保存したＣＤ－ＲＯＭには、コンピューターにソフトをインスト

ールすることなく図面データが閲覧できるよう、閲覧ソフト（ＤＷＧ Ｔｒｕｅ Ｖｉｅ

ｗ等）を添付すること。 

   イ 内訳書 
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    (ア) 内訳書は、「公共建築工事積算基準」（発行（財）建築コスト管理システム研究所、国

土交通省大臣官官房庁営繕部 監修）に基づき作成すること。 

    (イ) 内訳書の書式については、Ｅｘｃｅｌ形式の様式とすること。項目ごとに価格根拠・

根拠番号（見積比較表参照番号・積算数量算出書参照番号）等を表示すること。代価表

は項目ごとに公共建築工事設計基準の参照頁等を表示すること。 

    (ウ) 建築数量の積算方法については、「建築数量積算基準」（発行（財）建築コスト管理シ

ステム研究所、建築工事建築数量積算研究会 制定）に基づき積算すること。 

    (ウ)´土木数量の積算方法については、「土木工事数量算出要領（案）」（国土交通省・最新

版）に基づき積算すること。 

    (エ) 積算に当たっては、誤記・脱落のないよう数量は正確に算定し、単価については、刊

行物価単価及びメーカー見積、積算基準による歩掛りによる単価とする。 

    (オ) 建築する建物が２棟以上となる場合は、担当員の指示する方法に従い、直接工事費を

棟ごとに算出すること。 

    (カ) 工事費の積算については、共通費の積算まで含むこと。積算については、「山口県建

築工事積算等取扱要領」の最新版により行うこと。 

   ウ 計算書 

    (ア) 積算数量算出図面については、色分け・印・付箋等でわかりやすく表示すること。 

    (イ) 積算数量算出書については、項目ごとに根拠番号（積算数量算出図面参照番号）等を

表示し、Ｅｘｃｅｌ形式の様式とすること。 

   エ 見積書 

    (ア) 専門業者等の見積書は、原則３社以上とし、見積比較表を作成すること。 

    (イ) 見積書は分界紙・付箋・一覧表等でわかりやすく表示すること。 

    (ウ) 見積比較表は、項目ごとに根拠番号（見積書参照番号等）を表示すること。 

    (エ) カタログ等は項目ごとに採用カタログの名称及び記載頁等を表示し、分紙・付箋・一

覧表等でわかりやすく整理すること。 
   オ 工事を分割発注する場合、分割ごとに設計図書を作成すること。 

   カ 維持保全計画書の作成 

     維持保全計画書の作成に当たっては、設計対象施設の運営維持上必要な法的要件を整理し、

責任範囲をリストアップすること。また、ライフサイクルコストを考慮すること。 

   キ 施工工程表及び施工安全計画書の作成 

   ク 積算チェック 

     営繕工事積算チェックマニュアルにより、チェック表を作成し提出すること。 

 

 ２ 業務の実施 

  (１) 一般事項 
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   ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 

   イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う｡ 

   ウ 積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

   エ 監督職員の指示により、「設計説明書」に必要事項を記入の上、関連する資料とともに監

督職員に提出する。 

  (２) 適用基準等 

     特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 

     なお、年版については最新のものを適用する。 

   ア 共通 

    ■ 官庁施設の基本的性能基準 

    □ 官庁施設の総合耐震計画基準 

    □ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

    ■ 官庁施設の環境保全性に関する基準 

    □ グリーン診断・改修計画基準 

    ■ 公共建築工事積算基準 

    ■ 公共建築工事共通費積算基準 

    ■ 山口県福祉のまちづくり条例設計マニュアル 

    ■ 山口県建築工事積算等取扱要領 

   イ 建築 

    ■ 建築工事設計図書作成基準 

    ■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

    ■ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

    ■ 木造建築工事標準仕様書 

    ■ 建築物解体工事共通仕様書 

    ■ 建築設計基準 

    ■ 建築構造設計基準 

    ■ 建築鉄骨設計基準 

    ■ 建築工事標準詳細図 

    ■ 擁壁設計標準図 

    ■ 構内舗装・排水設計基準 

   ウ 建築積算 

    ■ 公共建築工事積算基準 

    ■ 公共建築数量積算基準 

    ■ 公共建築工事内訳書標準書式 

    ■ 建築工事内訳書作成要領（建築工事編） 
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    ■ 公共建築工事見積標準書式（建築工事編） 

   エ 設備 

    ■ 建築設備計画基準 

    ■ 建築設備設計基準 

    ■ 建築設備工事設計図書作成基準 

    ■ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

    ■ 公共建築工事設備工事標準図（電気設備工事編） 

    ■ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

    ■ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

    ■ 公共建築工事設備工事標準図（機械設備工事編） 

    ■ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

    □ 排水再利用・雨水利用システム計画基準 

    ■ 建築設備耐震設計・施工指針 

    ■ 建築設備設計計算書作成の手引 

    ■ 高圧受電設備指針 

    ■ 公共施設用照明器具 （社）日本照明工業会 

   オ 設備積算 

    ■ 公共建築設備数量積算基準 

    ■ 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）・同解説 

    ■ 建築工事内訳書作成要領（設備工事編） 

    ■ 公共建築工事見積標準書式（設備工事編） 

   カ 成果品チェックマニュアル 

    ■ 営繕工事積算チェックマニュアル建築工事編（新営工事） 

    ■ 営繕工事積算チェックマニュアル建築工事編（改修工事） 

    ■ 営繕工事積算チェックマニュアル電気設備工事編（新営工事） 

    ■ 営繕工事積算チェックマニュアル電気設備工事編（改修工事） 

    ■ 営繕工事積算チェックマニュアル機械設備工事編（新営工事） 

    ■ 営繕工事積算チェックマニュアル機械設備工事編（改修工事） 

  (３) 管理技術者の資格要件等 

   ア 管理技術者の資格要件 

     管理技術者の資格要件は次による。 

    ■ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士 

    □ 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士又は同条第３項に規定する二級建築士 

    □ 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士、同条第３項に規定する二級建築士又は同

条第５項に規定する建築設備士 



 11 

 

   イ 建築設備に係る設計における意見の徴収 

    ■ 建築士法第２条第５項に規定する建築設備士の意見を聴取し、同法第２０条第５項を適

用する。 

  (４) 貸与資料等 

   ア 既存設計図書等 

    ■ 既存建築設計図書一式 

    □ 既存工作物設計図書一式 

   イ 既存資料 

    ■ 施設一体型小中一貫やまと学園施設整備基本計画（令和６年３月） 

    □ 測量資料 

    □ 地質調査資料（調査予定） 

   ウ 資料の貸与及び返却 

貸与資料 摘要 

アスベスト調査結果報告書 38検体採取 

ＰＣＢ調査報告書 ７検体採取 

 

  (５) 打合せ及び記録 

     原則として、下記の時期に行い、速やかに記録を作成し担当員に提出すること。 

   ア 契約直後（工事概要・現場・参考図面・設計要領の確認） 

   イ 建築平面計画着手時 

   ウ 建築・設備平面図・系統図・機器仕様書の下図完了時 

   エ 積算完了時（積算図面の確認と総合調整） 

   オ 基本設計に関する全般的な打合せ（月１回程度） 

   カ その他打合せを必要とするとき 

    ※打合せ事項は、「打合せ簿」に記録し、業務完了後提出する。 

  (６) 敷地調査 

     設計着手前には、必ず現地調査を行うこと。調査の結果、障害物、公害関係及び設備関連

事項等について問題が生じるおそれがあると判断される場合は、担当員の指示を受けること。 

  (７) 別途設計等との調整 

     委託された業務に関連する別途設計がある場合は、担当員の指示に従って適切な調整を行

い、設計内容に不備が生じないよう努めること。 

  (８) その他、業務の履行に係る条件等 

   ア 指定部分の範囲   （なし          ） 

    □ 指定部分の履行期限（            ） 
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   イ 成果物の提出場所  （光市教育委員会ひかり学園推進課） 

   ウ 成果物の取扱いについて 

     成果品提出に当たっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成の「営繕工事積算チェック

マニュアル」のチェック表を必ず提出すること。 

     提出された原図及びＣＡＤデータについては、その写し又はそのＰＤＦデータを入札に係

る資料として貸与又は公開に利用することがある。 

     また、提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当

該事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用すること

がある。  
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３ 成果物、提出部数等 

  成果品は、以下の■印のついたものを基本とするが、委託者と受託者の協議により詳細を決定し、

納品するものとする。 

 (１) 基本設計 

成果物等 原図 複製版 製本形態等 

ア 建築総合 
 ■建築総合基本設計書 

  計画説明書 

  仕様概要書 

  仕上概要書 

  面積表及び求積図 

  敷地案内図 

  配置図 

  平面図（各階） 

  断面図 

  立面図 

  矩計図 

 ■工事費概算書 

 □仮設計画概要書 

 

１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

 

(1)部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)部 

 

■Ａ３又はＡ４判 ■ＣＤ－Ｒ 

 

イ 建築構造 

 ■基本構造計画書 

  構造計画説明書 

  構造設計概要書 

  仕様概要書 

 ■工事費概要書 

１部 (1)部 上記と同じ 

 

ウ 電気設備 

 ■電気設備基本計画設計図書 

  電気設備計画説明書 

  電気設備設計概要書 

 ■工事費概算書 

 

１部 

 

 

１部 

 

(1)部 

 

 

(1)部 

上記と同じ 

 

エ 機械設備 

 ■機械設備基本設計図書 

  機械設備計画説明書 

 

１部 

 

(1)部 

上記と同じ 
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  機械設備設計概要書 

 ■工事費概算書 

 

１部 

 

(1)部 

 

オ 造成設計 

 ■造成設計基本設計図書 

 ■工事費概算書 

 

１部 

１部 

 

(1)部 

(1)部 

上記と同じ 

 

カ その他 

 ■透視図（内観・外観） 

 □透視図写真 

 ■模型 

 

 ■住民説明に必要な資料 

 ■ランニングコスト概算書 

 ■測量・用地報告書 

 ■地質調査報告書 

 ■道路関係報告書 

 ■工事費概算書 

 ■概略工事工程表 

 ■開発行為事前協議書 

 

１部 

 

１個 

 

適宜 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

 

(1)部 

 

－ 

 

 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

■ＣＤ－Ｒ 

■Ａ３判、４方向、カラー 

 

■設計スタディ用：Ａ１サイズ程度 

 1/300程度 スチレンボード 

 

■Ａ３又はＡ４判 

■Ａ３又はＡ４判 

■Ａ３又はＡ４判 

■Ａ３又はＡ４判 

■Ａ３又はＡ４判 

■Ａ３又はＡ４判 

■Ａ３又はＡ４判 

キ 資料 

 ■各種技術資料 

 ■各記録書 

 

適宜 

適宜 

 ■Ａ３又はＡ４判 ■ＣＤ－Ｒ 

 

  



 15 

 

 (２) 実施設計 

成果物等 原図 複製版 製本形態等 

ア 説明書 

 ■実施設計説明書 

 ■コスト縮減検討報告 

 □リサイクル計画 

 ■ライフサイクルコスト 

 ■省エネ関係計算書 

 ■工事中における安全上の措置等

に関する計画

（            ） 

 ■重要事項説明書（建築士法第２

４条の７） 

 □設計意図の伝達 

  □設計意図を正確に伝えるため

の質疑応答、説明書 

  □工事材料、設備機器等の選定

に関する設計意図の観点から

の検討、助言等の説明書 

 

１部 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

 

 

１部 

 

 

 

(1)部 

(1)部 

 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

 

 

(1)部 

 

 

■Ａ３又はＡ４判 ■ＣＤ－Ｒ 

 

イ 実施設計図 

 (ア) 建築（総合） 

  ■建築（総合）設計図 

   建築物概要書 

   仕様書 

   仕上表 

   面積表及び求積図 

   案内図 

   配置図 

   平面図（各階） 

   断面図 

   立面図（各面） 

   矩計図 

   展開図 

   天井伏図 

 

 

１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原図（Ａ２判） ■ＣＤ－Ｒ 
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   平面詳細図 

   部分詳細図（断面を含む。） 

   建具表 

   外構図 

   総合仮設計画図 

  ■屋外整備計画図 

  ■屋外各部詳細図 

  □日影図 

  ■防火区画図 

  ■色彩計画図 

  ■建築確認申請図書 

  □中高層建築物の届出書 

  ■福祉のまちづくり条例届出書 

 

 

 

 

 

１部 

１部 

 

１部 

１部 

２部 

 

２部 

 

 

 

 

 

(1)部 

(1)部 

 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

 

(1)部 

 (イ) 建築（構造） 

  ■建築（構造）設計図 

   構造基準図 

   伏図（各階） 

   各部断面図 

   各部詳細図 

  ■構造計算書 

  ■建築確認申請図書 

  ■エネルギーの使用の合理化に

関する法律による届出書 

 

１部 

 

 

 

 

１部 

２部 

１部 

 

(1)部 

 

 

 

 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

上記と同じ 

 (ウ) 電気設備 

  ■電気設備設計図 

   仕様書 

   配置図 

   構内配電線路図 

   受変電設備図 

   電力設備器機図 

   電力設備系統図 

   電力設備平面図 

  ■電気設備設計計算書 

  ■建築確認申請図書等 

 

１部 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

２部 

 

(1)部 

 

 

 

 

 

 

 

(1)部 

(1)部 

上記と同じ 
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  ■消防用設備等計画書 

  ■エネルギーの使用の合理化に

関する法律による届出書 

１部 

１部 

(1)部 

(1)部 

 

 (エ) 機械設備 

  ■空気調和設備設計図 

   仕様書 

   配置図 

   機器表 

   空気調和設備図 

   換気設備図 

   屋外設備図 

  ■給排水衛生設備設計図 

   仕様書 

   配置図 

   機器表 

   衛生器具設備図 

   給水設備図 

   排水設備図 

   屋外設備図 

  ■昇降機設備設計図 

   昇降機設備図 

   搬送機設備図 

  ■空気調和設備設計計算書 

  ■給排水衛生設備設計計算書 

  ■昇降機設備設計計算書 

  ■建築確認申請図書等 

  ■消防用設備等計画書 

  ■エネルギーの使用の合理化に

関する法律による届出書 

 

１部 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

 

１部 

１部 

１部 

２部 

１部 

１部 

 

(1)部 

 

 

 

 

 

 

(1)部 

 

 

 

 

 

 

 

(1)部 

 

 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

上記と同じ 

 (オ) 既設校舎解体 

  ■解体設計図 

   仕様書 

   仮設計画図 

   整地図 

 

１部 

 

(1)部 

上記と同じ 
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   詳細図 

   平面図 

   立面図 

   断面図 

   構造伏図 

   構造リスト 

   各設備図等 

 (カ) 造成設計 

  ■造成排水等設計関係報告書 

 

１部 

 

(1)部 

上記と同じ 

 (キ) 道路設計 

  ■道路設計関係報告書 

 

１部 

 

(1)部 

上記と同じ 

ウ 追加業務 

■積算数量算出書 

■単価作成資料 

■見積徴収資料 

■見積検討資料 

■内訳書 

■工事共通費積算算定式 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

上記と同じ 

※Ｅｘｃｅｌ形式とすること 

エ その他 

  ■透視図 

 

  ■模型 

  ■構造計算によって建築物の安

全性を確かめた旨の証明書

（写し） 

 

１部 

 

１個 

１部 

 

 

 

(1)部 

 

 

(1)部 

 

 

 

■完成：Ａ３判、４方向、額入り、

カラー 

■完成：着色、1/300程度、ケース付 

■Ａ４判 

オ 資料 

  ■各種技術資料 

  ■構造計算データ 

  ■各記録書 

  ■営繕工事積算チェック 

 

一式 

一式 

一式 

一式 

 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

(1)部 

■Ａ３又はＡ４判 ■ＣＤ－Ｒ 

 

 ：建築（構造）の成果物は、建築（総合）実施設計の成果物の中に含めることもできる。 

 ：建築（総合）設計図は、適宜、追加してもよい。 

 ：成果物は、監督職員の指示により、製本とする。  
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 (３) 各関連法令に伴う申請届出関係図書一覧 

提出図書 サイズ 部数 提出形式 摘  要 

■建築確認申請図書 Ａ４ ２ 上記  

□中高層建築物の届出書     

■景観法の届出 Ａ４ ２ 上記  

■省エネ適合性判定の申請 Ａ４ ２ 上記  

■構造適合性判定の申請 Ａ４ ２ 上記  

■福祉のまちづくり条例届出書 Ａ４ ２ 上記  

■その他（開発許可申請書） Ａ４ ２ データ  

 

 (４) 設計原図の材質等 

  ア 設計原図の材質   トレーシングペーパー（サンド和紙程度） 

  イ 設計原図の大きさ  Ａ２判 

   ※ 図書電子データについては、ＪＷＷ形式を基本とする。それ以外の形式（ＤＷＧ形式等）

については、変換ソフト等を使用しＪＷＷ形式に直すこと。なお、他の形式からＪＷＷ形式

に変換した場合は、元データと比較し文字や線種、縮尺等に誤りがないことを確認した後に

提出すること。 

     電子データ提出に際しては、元データ形式（ＤＷＧ形式等）とＪＷＷ形式を合わせて提出

し、元データ形式を保存したＣＤ－ＲＯＭには、コンピューターにソフトをインストロール

することなく図面データが閲覧できるよう、閲覧ソフト（ＤＷＧ Ｔｒｕｅ Ｖｉｅｗ等）を

添付すること。 

     また、工事委託に際して電子データでの図面配布を考慮し、ＰＤＦ形式での提出も併せて

行うこと。なお、ＰＤＦ形式のセキュリティ設定については打合せにより決定する。 



地質調査想定場所（20ｍ×10本） 施設一体型小中一貫やまと学園施設整備基本・実施設計等業務

● No1
No3 ●

● No7

No9
●

●
No2

No4 ●

● No8

● No10

No5
●

● No6



（参考）大和中学校校舎棟等アスベスト及びＰＣＢ分析調査業務【結果概要】


























